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公共事業評価・点検の仕組み

1

＜新規事業採択＞ ＜事業完了＞＜着工中＞

完了後の事後評価
（評価書の作成・公表）

一定期間
経過後

再評価
（評価書の作成・公表）

評価書の送付 点検結果の通知・公表

総務省
（行政評価局）

所管省

点検
（現地における事業主体等からの情報収集を含む）

5年未着工
10年未了

事前評価
(評価書の作成・公表)

➣公共事業の所管省は、費用対効果分析マニュアル等を策定し、個別事業ごとに政策評価を実施
➣総務省は、各省が実施した政策評価の客観性を点検。点検の結果、評価について見直しが必要な場合は所管省に対し
て改善を指摘

平成30年度の点検の概要

➣水資源の安定的な供給効果を得ることが事業目的と
して含まれる９事業区分（※）の30評価を対象に実施
※簡易水道等施設整備事業、水道水源開発施設整備事業 （厚生労働省）、

かんがい排水事業、独立行政法人水資源機構事業、森林環境保全整備事業、

水源林造成事業 （農林水産省）、工業用水道事業 （経済産業省）、 ダム事業、

河川事業 （国土交通省）

➣点検の結果、評価の実施方法や評価書の作成方法に
ついて改善が必要な事項が認められたため、関係省
に通知
・ 便益の把握・算定に関すること
・ 評価結果の公表に関すること

指摘の概要

該当する評価の件数

計
厚生
労働省

農林
水産省

経済
産業省

便益の把握・算定に関すること 11 6 5
【事項１】実施可能性に乏しい回避手段を用いた費用便

益分析
2 2

【事項２】手順を簡略化した評価方法の望ましくない使用 3 3
【事項３】長期にわたる既発現便益計上に関する説明が

不明瞭
1 1

【事項４】評価に使用するデータの説明が不十分で評価
内容の妥当性に疑問

5 5

評価結果の公表に関すること 2 1 1
【事項５】必要な内容が記載されていない評価書等 2 1 1

計 13 7 5 1

指摘の概要及び該当する評価の件数 （単位：件）

（注） 表中の評価の件数は、延べ数である。

4事項
1事項



事項１ 実施可能性に乏しい回避手段を用いた費用便益分析（簡易水道等施設整備事業）

(実態)

(原因)

厚生労働省は、各事業の評価における費用便益分析に用いて

いる回避手段の設定に関し、事業者に対して特段の指摘をし

ていない。

○左記評価では、回避手段のコストを算出することにより費

用対効果分析を行っており、その回避手段は、給水区域の

全家庭がそれぞれ個別に井戸を掘るというものである。

○しかし、恩納村では、村内の需要を満たすことができる地

下水源が存在せず、井戸だけで給水区域の全家庭の需要を

満たすことはできないにもかかわらず、給水区域の全家庭

がそれぞれ個別に井戸を掘るという回避手段を用いた費用

対効果分析（※）を行っている。
※ 過大な費用便益比とならないよう、他の回避手段より費用が小さくなる

井戸を掘る回避手段を採用

○なお、上記評価では、評価内容に関する資料において、井

戸を掘るという回避手段を設定した根拠が明確でなく、同

様の例として、他に「第7回拡張事業第4次変更」(長崎市)

（※）がある。
※ 既存の47浄水場を7浄水場に統合する事業（事業費159億円）

費用便益比：3.47

恩納村水道整備事業（恩納村）

事業費81億円（事業進捗率77％）

・ 給水の拡大及び耐震化

・ 給水量を100％沖縄県企業局から受水

B/C： 2.78

(通知事項)

厚生労働省は、費用便益分析おける回避手段の設定に当たり、

地域の実情を踏まえた実施可能なものとなっているか十分検

討した上で、その分析が適切に行われるよう措置する必要が

ある。 ２

水道事業の費用対効果分析マニュアル

（平成23年7月 厚生労働省）

【便益の算定方法に関する記述】

・ 回避の状況設定にあたっては、地域の実情を踏まえ、実施可能

なものを設定する必要がある。



(実態)

(疑問点)

費用便益比の算定において、なぜ換算係数法の望ましくない使用
が散見されるのか、また、なぜ水道事業では中小の事業者に配慮
した算定手法を設けているのかが不明

(通知事項)

厚生労働省は、建設が長期間にわたるもの（概ね10年以上を想定）
について換算係数法による評価が行われないよう措置する必要がある。
また、水道事業者において適切な費用便益比の算定が行われるよう、
知見の蓄積を図り、換算係数法の運用の在り方も含め検討する必要が
ある。

年次算定法 換算係数法

厚生労働省の公共事業（9評価） ○ ○

農林水産省の公共事業（15評価）
経済産業省の公共事業（1評価）
国土交通省の公共事業（5評価）

○ ×

点検対象事業の評価における費用便益比の算定手法

事業名 事業者 事業費 事業期間

東部簡易水道創設事業 長野原町 54億円 24年

生活基盤近代化事業 上砂川町 8億円 19年

第7回拡張事業4次変更 長崎市 159億円 12年

〔換算係数法を用いている評価〕

〔年次算定法を用いている評価〕

事業名 事業者 事業費 事業期間

恩納村水道整備事業 恩納村 81億円 27年

八千代簡易水道施設整備事業 安芸高田市 16億円 21年

○上記の換算係数法を用いている評価は、いずれも建設が長期

間にわたるもの（概ね10年以上を想定）であり、厚生労働省

が「望ましくない」としている状態となっている。

＜年次算定法による算定のイメージ＞

総便益 ＝ 1年目の便益額 ＋ 2年目の便益額 ＋ ・・・・・・・・ ＋ ｉ年目の便益額

（各年度の便益額は、デフレータと社会的割引率を用いて現在価値化したもの）

＜換算係数法による算定のイメージ＞

総便益 ＝ 便益額 × 換算係数

３

（注） 「年次算定法」という呼称は厚生労働省のみで使用されている。

水道事業の費用対効果分析マニュアル

【換算係数法に関する記述】

・ 中小の水道事業者でも算定が可能なように、手順の簡略化を図り、事業の投資

効率性を判断可能なものとしている。

・ 建設が長期間にわたるもの（概ね10年以上を想定）、便益の発生時期にタイムラ

グが生ずるものは、換算係数法を用いることは望ましくない。

事項２ 手順を簡略化した算定手法の望ましくない使用（簡易水道等施設整備事業）



水道事業の費用対効果分析マニュアル

【既発現便益に関する記述】

既発現便益とは、施設の一部供用開始等によって発生する便益であるが、これを基準年度の
価格に換算して便益として計上する。

当該事業（ダム等）に参画したことにより暫定水利権を取得している場合においては、それを既
発現便益とすることができる。すなわち、その暫定水利権がなかったものとして、過去の渇水によ
る減・断水被害等を想定し、便益として計上する。

事項３ 長期にわたる既発現便益計上に関する説明が不明瞭（水道水源開発施設整備事業）

本評価では、「水道事業の費用対効果分析マニュアル」に基づき費用便益分析を実施

思川開発事業

・ 事業期間：昭和44年度～平成36年度（56年間）
・ 事業費：449億円
・ 事業進捗率：48％（H28年度末) ※ ダムは建設中（H36年度完成予定）

・ 評価時点の主な整備施設：取水施設、付替道路等

(通知事項)

厚生労働省は、国民に対する説明責任の観点から、長期にわたる既

発現便益の算定内容について、より明瞭な説明を行うよう措置する

必要がある。

今回評価（平成29年度） 前回評価（平成25年度）

総便益 44.1兆円 31.2兆円

総費用 0.8兆円 0.7兆円

Ｂ／Ｃ 54.03 44.26

(原因)

【費用便益分析の実施状況】

○便益額が前回評価時（平成25年度）から約13兆円増加

・約45年前からダム完成までの暫定水利権による既発現便益と今後完成する
ダムによる便益と合わせて総便益を算出

・便益の算定期間が長期（102年間）に及んでいる。
・便益は、生活用水、業務営業用水、工場用水ごとに、水源を確保できない

場合と確保できた場合にそれぞれ生じる渇水被害額の差（被害軽減額）によ
り算定 例えば古河市の生活用水（給水制限率75％）の場合、渇水被害額（4,886円/人日）に給水人口、給水制限日

数を乗じて算出

・総便益額に対する既発現便益額の占める割合が大きい。

・前回評価時（平成25年度）から事業期間が4年間延長されたため、便益

額が増加

４

(実態)

〔参考〕ダム事業（治水）としての本事業の評価（平成28年度 国土交通省）では、
便益額2,414億円、費用便益比は1.2※ 暫定水利権：ダムなど新たな水源の確保を前提に、許可期間内における水利使用の緊急性、需

要量及び河川流況を考慮した上で、河川管理者の許可を得て暫定的に一定の水量を使う権利



事項４ 評価に使用するデータの説明が不十分で評価内容の妥当性に疑問（森林環境保全整備事業、水源林造成事業）

(実態)

(疑問点)

各評価実施者が適切と判断したデータを使用しているが、そのこ
とにより評価結果に与える影響の内容や程度が不明であり、また、
当該データを採用した理由が評価書において説明されていないた
め、評価内容の妥当性に疑問が生じるおそれがある。

○ 各評価実施者が、それぞれ適切と

判断したデータを使用

○ 例えば、九州森林管理局が実施

した評価では、熊本県の１時間降

水量の最大記録の数値(※)を使用

※ 1890年～2016年の最大記録：94.0mm/h

○一方、熊本県では、確率降雨強度

の算定結果を使用(※)

※ 県内各地区の降雨強度：

116.8mm/h ～ 148.5mm/h

○ 評価書では、データの出典のみ

が記載され、上記の算定内容が記

載されていない。

林野公共事業における
事業評価マニュアル

（平成29年5月 林野庁)

〔評価に使用するデータ〕

・100年確率時雨量（mm/h）

・年間平均降雨量（mm/年）

・単位当たり上水道単価（円/㎥）

等

可能な限り、公表されている一般

的な統計データ、客観的なデー

タ等を使用

事業実施
地区名

評価実施者 使用しているデータ mm/h

森林環境保全整
備事業（木曽川
森林計画区）

中部森林管
理局

県内1地区（1市の一部）の値

出典：治山事業提要（中部森林管理局）

102

森林環境保全整
備事業（木曽川）

林野庁（岐阜
県）

県内1地区（1市）の過去124年間の最
大値

出典：岐阜県土地改良事業設計要領（岐阜県）

90

森林環境保全整
備事業（球磨川
森林計画区）

九州森林管
理局

県全体の過去127年間の最大値

出典：理科年表 平成29年（国立天文台）

94

森林環境保全整
備事業（球磨川）

林野庁（熊本
県）

県内3地区（6市町）の平均値

出典：熊本県における確率降雨強度の算定（平
成20年６月熊本県土木部河川課）

127

水源林造成事業
（菊池・球磨川広
域流域）

林野庁（(国
研)森林研究・
整備機構）

県内各観測所の過去5年間の最大値

出典：気象庁公表データ

92.68

(通知事項)

農林水産省は、個別事業の評価において使用されるデータに

ついて、評価内容の妥当性に疑問が生じないようにするため

の方策を講ずる必要がある。

〔100年確率時雨量（mm/h）の場合〕

５



事項５ 必要な内容が記載されていない評価書等（簡易水道等施設整備事業、工業用水道事業）

(実態)

(原因)

厚生労働省及び経済産業省は、事業者が行った評価に

ついて、それぞれの事業に係る評価マニュアルに即し

た記載内容となっているかに関して十分に確認を行っ

ていない。

「経済産業省政策評価基本計画」（平成29年3月）におい

て、「評価の際に使用したデータ、仮説、外部要因等につ

いても明らかにする」とされているが、それらの内容が記

載されていない。

八千代簡易水道施設整備事業（安芸高田市）

「費用便益比」の項目

・ 総便益額、総費用額、費用便益比の数値

・ 評価の結果

西三河工業用水道第二次改築事業（愛知県）

・ 総便益額とその内訳（各便益の金額のみ）、総費用額

・ 費用便益比

・ 評価の過程で使用した資料（1資料の例示のみ）

・ 評価の結果

(通知事項)

厚生労働省及び経済産業省は、評価書が補助事業採択を判断す

るための資料であることを踏まえ、評価書等の公表資料に必要

な事項が記載されるよう、記載内容の確認を厳格に行う必要が

ある。

「水道事業の費用対効果分析マニュアル」において、概要

書の「費用便益比」の項目に記載する事項として、「①費

用便益比の算定方法、②便益の算定、③費用の算定、④費

用便益比の算定」が示されているが、それらの内容が記載

されていない。

評価書に記載すべき事項として、行政機関が行う政策の評価に関する法律（平

成13年法律第86号）第10条第1項第4号（政策効果の把握の手法及びその結

果）や第6号（政策評価を行う過程において使用した資料その他の情報に関す

る事項）等が規定。これを踏まえ、評価書において的確に説明する必要。

６

〔評価書等の公表資料の記載事項〕



（参考） 平成29年度点検結果のフォローアップ状況

【平成29年度点検結果（平成30年3月30日通知・公表）】

➣ 点検対象： 9事業区分、21評価書

➣ 指摘件数： 個別事業の評価に係る指摘（評価の見直し）3件

事業区分に共通する指摘（評価マニュアルの見直し等）4件

所管省 事業区分 指摘
各省の対応

対応済 対応中

農林水産省
農業農村整備事業 1 1

林野公共事業 1 1

国土交通省 砂防事業 1 1

計 3件 2件 1件

◇ 個別事業の評価に係る指摘関係 ◇ 事業区分に共通する指摘関係

＜主な対応事例 農村地域防災減災事業（地すべり対策事業（江井鳶ノ巣））（所管：農林水産省）＞

【指摘の概要】

費用便益分析の際の被害想定区域における被害量の算定に当たり、本事業の新規事業採択時（平成18年）の住居数や農業資産等のデー

タをそのまま使用しており、最新（平成26年）の住宅地図や現況（平成29年）との間に齟齬がみられる状況となっている。

⇒費用便益分析の的確な実施を図り、国民への説明責任を果たす観点から、事業実施箇所の最新の実態や現況をより的確に示すデータ
を使用し評価を行うことが必要

【農林水産省の対応状況】

・平成30年5月に現地調査を実施することにより最新の現況を把握し、それらのデータをもとに本件評価の見直しを行い、31年3月、

修正後の評価書を公表

・各農政局に対し、事業実施箇所の最新の実態や現況をより的確に示すデータを使用し、評価を実施するよう周知するとともに、

各都道府県に対し周知徹底を図るよう指示

関係省 指摘の類型 指摘
各省の対応

対応済 対応中

農林水産省
評価マニュアル等の見
直し

2 2

農林水産省
国土交通省

運用の見直し（評価マ
ニュアルの趣旨等の徹
底、評価結果の的確な
公表方法の検討）

2 2

計 4件 2件 2件※ 対応中の案件については、次回評価時に指摘を踏まえた評価を行う予定

7



公共事業に係る政策評価の点検結果 

―資料編― 
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思川開発事業 厚生労働省 事項 3 P27 

森林環境保全整備事業（木曽川（直轄事業）） 農林水産省 事項 4 P34 

森林環境保全整備事業（木曽川（補助事業）） 農林水産省 事項 4 P39 

森林環境保全整備事業（球磨川（直轄事業）） 農林水産省 事項 4 P43 

森林環境保全整備事業（球磨川（補助事業）） 農林水産省 事項 4 P48 

水源林造成事業（菊池・球磨川） 農林水産省 事項 4 P53 

西三河工業用水道第二次改築事業 経済産業省 事項 5 P59 

 





平成20年度～平成31年度工期事業着手年度

概要図

総事業費

平成20年度

15,903百万円
14,401百万円（事務費抜、税抜）

別紙様式

事業主体 事業名

補助区分

■事業の概要

長崎市水道事業（第7回拡張事業4次変更）

簡易水道再編推進事業

長崎市上下水道局

長崎県長崎市

評価の内容（平成29年度実施）

事業箇所
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　平成26年度に届出を行った水需給計画では、本事業を策定した平成19年度時の認可値に比べ、
平成27年度時点の1日最大給水量は、7,700m3/日減少した。

2．水源計画

雪浦ダム

8,800
(8,000)

6,000

26,700

39,200
(37,000)

落矢ダム
2,500

(2,200)

浄水場 1,000

小ヶ倉 10,500

浦上
浄水場

23,900

本河内低部ダム

小ヶ倉ダム

浦上ダム

本河内高部ダム

水源名

　本市が運営する水道事業は、平成17年1月4日の1市6町の合併及び平成18年1月4日の1市1町の合併に伴い、上水道
事業が4事業、簡易水道事業が12事業及び飲料水供給施設が3事業となった。
　これにより、浄水場の数は、8箇所から47箇所に大幅に増加し、そのほとんどは小規模で広範囲に点在してい
る。
　合併時に策定した、長崎地域市町村建設計画及び長崎市･琴海町市町村建設計画では、合併後の水道事業の安全
で安定した水の供給、水道事業のより効率的な運営を進めていくために、水道施設統合整備事業により、水道施設
の統廃合を推進することとした。

目的､必要性

　合併地区の水道施設は、小規模で数多く広範囲に点在している。このため、水源は、水質や水量が天候に左右さ
れやすく、浄水場も常時監視が困難で、巡回による点検で管理している状況であった。また、浄水場などの施設
は、老朽化が著しく、更新を必要とする施設も多くあった。
　こうした状況を、長崎市水道事業へ統合・一元化し、統合後は、1事業、7浄水場とすることで、合併地区におい
ても、水源は水量･水質ともに安定し、24時間監視している浄水場から水を供給することが可能となり、安全で安
定した水の供給及び管理体制の強化が図られるとともに、今後必要となる合併地区の浄水場の更新や維持管理費を
削減することが可能となり、水道事業のより効率的な運営が図られるものである。
　併せて未普及地域の解消を図るため、合併地区に隣接する大崎･宮摺地区へ上水道より浄水を配水し当該地域の
生活安全と公衆衛生に寄与するものである。

経緯

1．需要予測方法及び需要予測結果の概要

行政区域内人口（人）

1日最大給水量（m3/日）
1日平均給水量（m3/日）
給水人口（人）

432,900
435,300 425,200 399,200

H26届出

144,600 139,000 131,300
420,796

171,000 161,500

　合計
　193,000 m3/日

　（187,500 m3/日）

　※（）書きは、実力値

西山ダム

鹿尾ダム

鳴見ダム
式見ダム
雪浦ダム

神浦ダム

430,350397,000431,000

136,220

H19認可 実績
H27 H27 H37 H27

■事業をめぐる社会経済情勢等

当該事業に係る水需給の動向等

水源の水質の変化等

　合併地区の水源のほとんどは小規模な河川表流水であり、渇水時における取水量の減少や、降雨時における濁度
管理等、水量及び水質ともに天候に左右されやすく不安定な状況にあることから、一定量以上の水量が確保でき浄
水場へもそれほど離れていない落矢ダムを除く水源については廃止することとする。

浄水場 種別
取水能力
（m3/日）

備考

本河内

8,100

5,500

中尾ダム

萱瀬ダム

浄水場
神浦ダム

地区
三和

廃止予定

11,500

浄水場
矢上水源

12,000
(9,800)

表流水

8,700

東長崎

道ノ尾
12,000

浄水場

三重

浄水場 7,600

浄水場
手熊

9,000

廃止予定

野母崎
地区

黒浜ダム他
15箇所

表流水、地
下水、海水

3,793 廃止予定

外海
地区

大首水源他
6箇所

2,066 廃止予定

123,787
178,700

合計
208,552

(203,052)

表流水、地
下水

表流水

表流水

琴海
地区

村松川他
12箇所

4,229

宮崎川他
15箇所

4,443

廃止予定

千々
浄水場

千々川 130 廃止予定

高島
地区

大川 891
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当該事業に係る要望等

　事業統合が行われる香焼地区の水源として利用されている落矢ダムについて、地域住民から将来にわたり水道水
源として活用し地域住民の水道水として利用したいとの要望が出されている。また、旧町議会議員で構成される地
域審議会へ諮問した落矢ダムの活用方策においても水道水としての有効活用を要望する旨が答申されたほか、平成
19年2月議会では「落矢ダム・田浦浄水場の存続を求める請願」が提出されている。
　落矢ダムについては、統合後の遊休水源の中でも最も取水量が多く安定した取水が可能であることや、既存の浄
水場までの距離も比較的近いことから、統合後の安定した水の供給に必要となる水量を確保するため、日量
2,200m3の水を小ヶ倉浄水場へ導水し活用することとした。田浦浄水場は、小規模で更新していくよりも小ヶ倉浄
水場水系からの配水に切替え廃止した方が効率的であるため、既に廃止している。

関連事業との整合

　本市が平成27年度まで進めていた南部地区配水施設整備事業（長崎市南部地区への配水管の複線化事業）との整
合を図り、平成27年度に完了した。
　また、送水元となる手熊浄水場や三重浄水場の耐震補強工事を、事業完了に併せ実施している。

■事業の進捗状況(再評価のみ)

　配水槽設置予定地の用地所得において、ほぼ取得済で支障なし。

関連法手続等の見通し

　特になし

工事工程

用地取得の見通し

技術開発の動向

　特になし

その他関連事項

　特になし

■新技術の活用、コスト縮減及び代替案立案の可能性

新技術の活用の可能性

　特になし

コスト縮減の可能性

　特になし

その他関連事項

事業実施上の課題

　平成29年度末で、進捗率94.0％の予定。平成31年度末完成予定である。

　県が施行する道路改良事業との並行工事区間における、一般国道499号線道路改良事業の進捗の遅れによ
る影響が懸念される。

　水需要予測の見直しを行い、合理的で効率的な事業計画となるよう水源及び浄水場の統廃合を行うこと
としている。工事においては、道路等の他事業との同時施工を行うことで、コスト縮減を図っている。

代替案立案の可能性

　事業の進捗率は、今年度末で94.0％の予定であり、代替案の立案は得策ではない。

■費用対効果分析

事業により生み出される効果

　本事業により、施設の統廃合を推進することで、合併地区において安全で安定した水の供給、管理体制
の強化、効率的で効果的な施設運営が図られる。
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※項目については、必要に応じて追加、削除すること

厚生労働省 医薬・生活衛生局 水道課 技術係
　〒100-8916 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2
　TEL 03-5253-1111

長崎市 上下水道局 事業部 事業管理課 水道企画係
　〒850-8563 長崎県長崎市桜町6番3号
　TEL 095-829-1209

■問合せ先

■学識経験者等の第三者の意見

①費用便益比の算定方法
「水道事業の費用対効果分析マニュアル」（厚生労働省健康局水道課）に基づき、換算係数法により「総費

用」、「総便益」を算定。

②費用の算定
費用については、建設費に更新費と維持管理費を加えた合計金額（税抜）。

③便益の算定
残事業地区の需要者が、独自に井戸等で水道と同等（水量、水質、水圧）の水の確保を行う費用を計上した（税

抜）。

④費用便益比の算定
｢総便益」を「総費用」で除して費用便益比を算定。

　費用便益比　＝　　10.21　　＞　　1.00
　費用便益比が1以上となることから、事業全体の投資効率性は妥当であると判断できる。

■その他(評価にあたっての特記事項等)

　特になし

■対応方針

　本事業は、「安全で安定した水の供給及び管理体制の強化」、「水道事業経営のより効率的な運営」を
図るために重要な事業であり、進捗率が今年度末で94％が見込まれる状況にある。しかしながら、事業を
中止した場合、北部地区は長崎市水道事業へ統合できるが、南部地区は統合ができないため、南部地区の
浄水場を更新していく必要がある。また、これにより、浄水場を更新したとしても、水源の水質、水量に
ついての不安は解消できない。
　なお、事業を継続した場合の費用便益比は、事業全体で3.47、残事業で10.21という結果が得られてい
る。
　以上のことから、本事業の効果を得るためには、今後も本事業を継続していくことが、必要であると考
えられる。

①費用便益比の算定方法
「水道事業の費用対効果分析マニュアル」（厚生労働省健康局水道課）に基づき、換算係数法により「総費

用」、「総便益」を算定。

②費用の算定
費用については、建設費に更新費と維持管理費を加えた合計金額（税抜）。

③便益の算定
需要者が、独自に井戸等で水道と同等（水量、水質、水圧）の水の確保を行う費用を計上した（税抜）。

④費用便益比の算定
｢総便益」を「総費用」で除して費用便益比を算定。

　費用便益比　＝　 3.47　　＞　　1.00
　費用便益比が1以上となることから、事業全体の投資効率性は妥当であると判断できる。

費用便益比(残事業)

費用便益比(事業全体)

　長崎市が実施している水道施設統合整備事業（以下「統合事業」という。）は、長崎市内に点在する小
規模な浄水場を統合することにより、安全で安定した水の供給、水道事業のより効率的な運営を目的とし
て行われているものである。
　統合事業の投資効率性を示す費用便益費は、残事業において10.21、事業全体において3.47となる見込み
であり、いずれもその判断基準とされる数値1.0以上となることが認められる。
　また、統合事業の進捗率は、今年度末で94％が見込まれており、仮にここで統合事業を終えるとする
と、目的が達成できないばかりでなく水道施設の統合ができなくなる地域に対し、安全で安定した水の供
給を行うために代替の事業が必要となり、更に多額の費用を要することになる。
　以上の理由から、統合事業は、継続することが妥当であると判断する。

4

000204
長方形

000204
テキストボックス
事項1関係

000204
線

000204
長方形

000204
テキストボックス
事項2関係



 1 / 6 

評価の内容（平成 28 年度実施） 

■事業の概要

事業主体 恩納村上下水道課 事業名 恩納村水道整備事業 

事業箇所 沖縄県恩納村 補助区分 沖縄簡易水道等施設整備費補助 

事業着手年度 平成 18 年度 工期 平成 18 年度～平成 44年度 

総事業費 8,107,244,000 円 

概要図 

添付資料参照。 

目的、必要性 

■ 目的

本事業は、配水池の整備、送水ポンプ場の整備、送配水管の布設等の整備を行い、需要量の増加や給

水区域の拡張に対応し、安定した給水を行うことを目的としている。 

■ 必要性

本地域では、沖縄科学技術大学院大学、リゾート開発等の開発計画等による給水人口及び給水量の増

加が見込まれるため配水施設の整備を行い、さらに地震等の災害時において安定した給水を行うため、

耐震性を向上させる必要性がある。 

経緯 

■ 事業策定の経緯

本村では、国の施策でもある国家プロジェクトとして「沖縄科学技術大学院大学」の誘致が決定し、

「リゾート開発」、「給水区域拡張」等の開発計画に加え、仲泊配水池の滞留時間（有効容量）不足へ

の対策、仲泊以南地区への安定、安全な水供給を目的とした、ライフラインの構築（真栄田配水池）

を行うため、平成 20 年度に第三次拡張事業の認可を得て、送配水施設の整備を行っている。 

■事業をめぐる社会経済情勢等

当該事業に係る水需給の動向等 

給水人口は 10,481 人（H27 実績）から 11,619 人（H37 推計）、一日最大給水量は 10,789 ㎥/日（H27

実績）から 13,440 ㎥/日（H37 推計）と増加する見込みである。 

水源の水質の変化等 

本村は、沖縄県企業局からの浄水を購入し村民に供給している。県企業局からの受水は、石川浄水場

系統と名護浄水場系統の 2系統があり、この 2つの系統から村内へ供給している。 

水質検査は本村数ヶ所で採水して、水道法で定められた水質基準に適合しているかの検査を行ってい

る。各浄水において、すべての水質基準値を満たしており、水質的な問題はない。 

当該事業に係る要望等 

大型ホテル建設などのリゾート開発や、沖縄科学技術大学院大学の開学等の影響により、今後も人口

及び給水量の増加が見込まれており、村民からは水の安定供給が望まれている。 

また、地震などの災害に強い水道施設の整備も求められている。 
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関連事業との整合 

リゾート開発、沖縄科学技術大学院大学などの進捗状況に合わせ、これら大口需要者への滞りのない

給水を行えるよう、管路耐震化を含め、本事業を進めていく。 

技術開発の動向 

本事業では、平成 18 年度から水道施設整備を実施しており、現在までに配水池築造、送配水管整備

を行い、今後も管路耐震化などの配水管整備を中心に事業を行っていくところである。 

今後の事業の中心である配水管整備において、使用されている代表的な管種として、ダクタイル鋳鉄

管（DCIP）、硬質塩化ビニル管（HIVP）等が挙げられるが、近年では、水道用ポリエチレン管（PE）が

増えてきている。 

水道用ポリエチレン管は、気密性、耐震性、施工性に優れることから、1990 年頃からガス管として

の採用が進んでおり、水道用としても 1997 年に日本水道協会（JWWA）の規格として認証を受け、導入

する事業体が増加している。 

また、ダクタイル鋳鉄管においては、従来、施工性に優れた継手形式として、Ａ形、Ｋ形が採用され

ていたが、地震に対する伸縮性、屈曲性を有する継手構造としてＳ形、ＳⅡ形、KF 形、NS 形等が開発

された。さらに、近年では GX 形が開発され、施工性、耐久性等に大幅な改善が見られることから、こ

れらの管材についても採用する。 

その他関連事項 

特になし。 

■事業の進捗状況（再評価のみ）

用地取得の見通し 

本事業において第３次拡張事業残事業および耐震化事業は、送・配水管整備および配水池築造である。

今後、瀬良垣配水池更新に伴う用地取得が必要となり、平成 31 年度の取得を目指す。 

関連法手続等の見通し 

特になし。 

工事工程 

平成 30 年度まで配水池電気設備整備および配管整備が残工事となっており、現在、工事の進捗率は

77.1％（事業費ベース）となっている。 

また、平成 30 年度より既設配水池耐震化 2箇所、管路耐震化 75km 程度（φ50～φ600）を行う。 

事業実施上の課題 

第３次拡張事業の残工事は、配水池の電気計装設備整備、送配水管整備（φ75～250、L＝2,871m）、

平成 30 年度までの 3ヶ年で行う計画である。工程、施工等課題はない。 

耐震化事業については、既設管の布設替えおよび既設配水池更新を行うことから、給配水に支障が生

じないように工程、工法等を適切に設定する必要がある。 

その他関連事項 

特になし。 
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■新技術の活用、コスト縮減及び代替案立案の可能性

新技術の活用の可能性 

主な残事業については、配管布設工事が主体となっているため、技術開発の動向にも示したとおり、

配管布設工事におけるダクタイル鋳鉄管や水道配水用ポリエチレン管の活用について検討する。 

ダクタイル鋳鉄管の継手構造については、従来、施工性に優れた（A形、K形）が採用されていたが、

地震に対する伸縮性、屈曲性を有する継手構造として S 形、SⅡ形、KF 形等が開発されている。 

これらの継手はメカニカルタイプであるが、その後、ボルト・ナット不要のプッシュオンタイプであ

る NS 形継手及び GX 形継手が開発され施工の簡素化とコストダウンが実現されたところである。 

これらの継手は大きな引っ張り力に耐えることができ、地震時においても離脱を阻止する構造となっ

ている。特に、GX 形継手は NS 形継手と比較して管路布設費用の低減、施工性の向上及び長寿命化が期

待される。 

今後の事業については、これらの管種について採用の可能性を十分検討して、地域住民の生活水準の

向上などに資する。 

コスト縮減の可能性

本村では、毎年、事業計画の総点検を行い、合理的かつ効率的な計画となるよう努めている。また、

他事業との同時施工等による工事コストの低減、工事箇所の集中化やポリエチレン管の採用による工事

期間の短縮による時間的コストの縮減、建設副産物の再利用等を行いコストの低減を図っている。 

代替案立案の可能性 

本事業では、主に管路布設工事である。したがって、現状、配水管と同等以上の水輸送手段はなく、

同等の便益が得られる代替案立案の可能性はない。 

また、地震時における被害の低減を図るため、更新および耐震化に耐震管を採用するものであるため、

現状では耐震管以外の代替案で実施する可能性はない。 

■費用対効果分析

事業により生み出される効果 

本事業では人口および水需要の増加に対応するため施設整備事業を実施し、安定した給水を実現す

る。よって、本再評価において、水道の普及効果について便益を計上する。 

事業内容 効果 需要者への便益 貨幣価値換算 

沖縄簡易水道等

施設整備事業 

（第 3次拡張） 

水道の普及 住民による飲料確保の費用の回避 

(1)井戸の工事費

(2)井戸の維持管理費

(3)水質検査費

(1)、(2)、(3)は

貨幣価値換算可 

沖縄簡易水道等

施設整備事業 

（耐震化事業） 

安定給水 耐震化による被害、支出の回避 

(1)耐震化による断水被害額の減少分

(2)復旧工事費の減少分

(3)漏水損失額の低減額

(4)維持管理費の低減額

(1)、(2)、(3)、

(4)は貨幣価値換

算可 
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費用便益比（事業全体） 

① 用便益比の算定方法

本事業の建設期間が 27 年と長期にわたることから、適正な費用便益比を評価するため、年次算定法

により費用便益比の算定を行うこととした。 

なお、水道事業費用対効果分析マニュアル（平成 23 年 7 月）に基づき、年次算定法により費用便益

比を算定する。算定期間は事業の完了後 50 年間とすることから、平成 94 年度までとなる。 

費用及び便益を算定し、その結果、費用便益費（B／C）が 1.0 を上回れば、この事業は妥当であると

判断する。なお、費用及び便益の算定において、消費税は計上しないこととした。 

②費用の算定

本事業の事業費については、当該事業に要する建設費及び建設した施設の更新費、維持管理費を計上

する。 

１）建設費：建設に係る事務費、調査費等は直接工事費の比率に応じて按分・計上した。

２）更新費：建設費と同額となることを想定しているので、１）建設費で見込んだ金額と同額である。 

３）維持管理費：維持管理費（動力費、薬品費、受水費、修繕費、委託料、その他）について整理し

た。 

総 費 用＝8,087,154 千円 

③便益の算定

拡張事業では、給水区域内において、沖縄科学技術大学院大学誘致による人口増加および国道 58 号

バイパス開通に伴う宅地開発等、水道が未普及の箇所への普及が見込めることから、次の支出額を便益

として算定する。 

【住民による飲料確保の費用の回避】(1)井戸の工事費、(2)井戸の維持管理費、(3)水質検査費 

また、耐震化事業による便益は、地震により破損しにくい施設を整備することにより、断水や復旧に

関わる支出が軽減されることから、次の効果が見込まれる。 

【地震被害の軽減】（1）需要者被害額の減少分、（2）復旧工事費の減少分、（3）漏水損失額の低減分 

（4）維持管理費の低減分

総 便 益＝22,452,596 千円 

④費用便益比の算定

総費用及び総便益を算定した結果、費用便益比（B／C）は、2.78 となる。

費用便益比＝2.78 ＞ 1.00 

費用便益比（残事業） 

①費用便益比の算定方法

＊残事業の費用対便益

残事業に対する費用対便益は下式により算出する。 

「継続した場合（with）の便益」－「中止した場合（without）の便益」 

「費用対便益」＝ 

「継続した場合（with）の費用」－「中止した場合（without）の費用」 
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②費用の算定

「継続した場合の費用」は、平成 28 年度以降の残事業における総費用を計上する。

「中止した場合の費用」については、事業を中止した場合、既整備分は撤去及び現況復旧を行わない

ことから費用は発生しない。 

総 費 用＝7,007,467 千円 

③便益の算定

｢継続した場合の便益｣は平成 28 年度以降に発生する便益を計上する。

｢中止した場合の便益｣は先行取得した用地（施設は未建設）や資材等の売却が考えられるが、本事業

では売却可能な資産は見込めないこと計上しない。また、事業中止することによる生活環境、自然環境、

景観等の保全が図られるが、貨幣換算が困難なため計上しない。 

総 便 益＝9,017,122 千円 

④費用便益比の算定

総費用及び総便益を算定した結果、費用便益比（B／C）は、1.29 となる。

費用便益比＝1.29 ＞ 1.00 

⑤感度分析

費用便益比(B／C)が 1.5 未満となったため、給水対象戸数の変化に対する感度分析を行う。

平成 27 年度実績からの増加戸数を水需要予測値の 90％、80％、70％と変化した場合の B／C を算定

した結果、90％の場合が 1.17、80％の場合が 1.06 と基準値(1.0)を上回っているが、70％の場合、0.94

と基準値（1.0）を下回る。 

 したがって、事業の実施に当たっては、給水戸数の増加等の水需要の動向に留意しながら事業を進め

る必要がある。事業実施中において、増加戸数が 70％以下になると B／C が基準値(1.0)を下回ること

が考えられることから、再評価実施からの 5年以内であっても、再度検討を行っていく。 

■その他(評価にあたっての特記事項等)

該当なし 

■対応方針

以上の結果から費用便益比は全事業では２．７８、残事業では１．２９であることから本事業の投資

は有効であると判断できる。よって、本事業の投資は適切であり、事業継続の方針とする。 

■学識経験者等の第三者の意見

恩納村水道事業の再評価について、内容を審議した結果、妥当であると判断する。 

 また、費用対効果の分析において、費用便益比（B／C)が全体事業及び残事業で、いずれも 1.0 以上

であることから、本事業への投資は妥当であり、第３次拡張事業及び耐震化事業を遂行することが望ま

しいと考える。 

なお、今後、水道事業ならびに経営の情報を広く公開するとともに、経営の効率化等に努めながら 

財政の健全を保ち、安全で良質な水道水の安定供給を保持することを進言する。 
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■問合せ先

厚生労働省 医薬・生活衛生局 生活衛生・食品安全部 水道課 技術係 

〒100-8916 東京都千代田区霞ヶ関 1-2-2 

 TEL 03-5253-1111 

恩納村役場 上下水道課 

〒904-0492 沖縄県国頭郡恩納村 字恩納 2451 番地 

TEL：098-966-1198 
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別紙様式

事業主体 群馬県吾妻郡長野原町 事業名 東部簡易水道創設事業

事業箇所

群馬県吾妻郡長野原町大字
川原畑、川原湯、横壁、
林、長野原、与喜屋、応桑
地先

補助区分 水道未普及地域解消事業

事業着手年度 平成８年度 工期 平成３１年度

総事業費（円） 5,437,209,700

概要図

　別添のとおり

目的、必要性

経緯

評価の内容（平成２９年度実施）

国土交通省作成による、水没５地区の代替地整備計画に基づく、水需要の予測及び水没地区外
への水需要予測を合せた５地区全体の予測を行う。現在、代替地の造成整備が行われており、当
初計画に比べ若干の規模縮小が見られるが、公共施設、観光施設等は計画通りに建設され、将来
的な水需要については、当初予測とは、大きく変わっています。

当該事業における水需要の動向等

①需要予測方法及び需要予測結果の概要

■事業の概要

　当該事業は、国土交通省による利根川総合計画の一環として、吾妻川中流に建設される八ッ場
ダム建設事業に伴う、川原畑、川原湯、横壁、林、長野原の水道施設整備を行うものです。新設
簡易水道については、町内応桑地区狩宿地内（町有地）に水源を求め、上記５地区の５簡易水道
（中部簡易水道の一部、林簡易水道、横壁簡易水道、川原畑簡易水道、川原湯簡易水道）及び３
小水道（上湯原小水道、久森小水道、小倉小水道）を廃止、統合して新たに東部簡易水道とし、
維持管理の合理化を図り、安定供給を実現します。

　八ッ場ダム建設計画に伴い、平成７年度、５簡易水道、３小水道を統合し、東部簡易水道とし
て創設事業認可を受け、平成８年度より、ダム建設計画工程に準じて、水道施設建設を進めてき
ました。現在も、周辺整備が進められており、インフラ計画も対応して進められています。水道
施設の建設は、国土交通省工程に大きな影響を受けるため、現在、工事進捗率は計画事業費ベー
スで約８７％です。

■事業をめぐる社会経済情勢等

1
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特になし

　変化なし

　特になし

　国土交通省による八ッ場ダム建設の時系列動向に対応。

　特になし

　特になし

②給水人口の推計

③給水量の推計

現在、給水人口が減少している傾向にあります。代替地整備計画に基づく代替地の分譲、公共
施設、観光施設等の若干の規模縮小は見られるが、ダム湖完成時の観光客等を考慮しても、当初
計画した給水量に対し、減少となると考えられます。
・一日平均給水量（前回評価）１，７７５㎥　（今回評価）５０３㎥
・一日最大給水量（前回評価）２，６５０㎥　（今回評価）６５６㎥

④水源計画

その他関連事項

現在の水源取水可能量は、３，６５６㎥／日であり、現時点では他の水源計画はない。

⑤その他

水源水質の変化等

当該事業に係る要望等

関連事業との整合

技術開発の動向

前回再評価時の現在給水人口と平成２８年度現在の給水人口を比較すると約１０％程の減少は
あるが、水没地域の人口減少は、ほぼ下げ止まりの傾向にあります。ただし、前回再評価時に期
待した人口の増加が見られず、減少傾向のまま推移しています。今後は、八ッ場ダム完成後にお
ける長野原町人口増加政策等による人口増加を見込むものの、給水人口は緩やかに減少を行うも
のと考えられます。
・給水区域内人口（実績）　（前回評価）　１，３６８人　（今回評価）　１，２４８人
・目標計画給水人口 　（前回評価）　３，０００人　（今回評価）　１，１４４人

2
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　５地区配水場敷地取得は、現在、全て完了しています。

　特になし

　特になし

　特になし

　平成８年度より建設事業が開始され、既に２０年以上経過している。ダム関連事業に合わせ
て、当該事業が進められているため、特に管路の布設は、細切れ状態となっており、これに伴
い、洗管等も行われないまま、長期間に渡って運用がされていない等の問題があります。

■新技術の活用、コスト縮減及び代替案立案の可能性

新技術の活用の可能性

関連法手続等の見通し

工事工程

　東部簡易水道創設事業については、平成３１年度末の完成予定です。

事業実施上の課題

その他関連事項

■事業の進捗状況

用地取得の見込み

3
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・事業費について

・運営費について

①費用便益比の算定方法

②便益の算定

③費用の算定

④費用便益比の算定

費用便益比　＝　１．１９　＞　１．０

費用便益比が１．０以上であり、事業の投資効率は妥当であると判断できます。

コスト縮減の可能性

国土交通省による家屋移転先の道路整備及び公共下水道事業に合わせて、配水管の布設を実施
しています。

当初計画より、水運用を考慮して、水源より給水末端まで、自然流下方式にて全給水区域に対
応するよう、計画実施しています。

代替案立案の可能性

■費用対効果の分析

　代替案として本給水区域内若しくは、近傍に水源を求めた場合、現計画案（約５５億円）と比
較して事業費が約５６億円となります（現計画案は約４７億円執行済みであり、残事業費として
は約８億円）。一方で東部簡易水道として、既に整備した施設を流用して代替案を整備した場
合、新たに２８億円の事業費が必要となります。これは水源が河川表流水となるため、水質が不
安定となり、特に濁度、色度の除去のため新たに取水施設、導水施設、浄水施設等が必要とな
り、現計画事業費と合せると総事業費が７７億円となります。従って代替案の採用は困難です。

事業費は、当初計画に則り、事業が進められており、変更は生じないこと。物価変動が低いこ
とにより、当初事業費とします。更新費は、各施設の耐用年数に応じた換算係数を乗じて求めま
す。維持管理費は、中部簡易水道の平成２６年度、２７年度決算書を参考とし、今回改めて行っ
た水需要予測を採用し費用を算出します。
費用（Ｃ）＝９，７１３，１８６千円

事業により生み出される効果

　５簡易水道、３小水道を廃止、統合することで、維持管理・運用が効率化されます。これまで
各給水区で独自に沢水等表流水の水源に依存し、降雨後の水質悪化（特に濁度）に対応できない
こともあったが、上質な水質を水源とした狩宿浄水場での水質・水量・水圧の管理がなされま
す。

費用便益比（全体事業）

水道未普及地域解消事業のため、概算係数法により算定しています。

需用者の被害回復手段として、各戸井戸によるものと設定します。他水源として沢水等の利用
は水質（水質悪化）、水量（水量不足）等に欠点があり、また中部簡易水道よりの応援給水は、
水量不足及び水圧不足の欠点があります。地元さく井業者への聞き取り調査により、井戸による
確実性が高いことが判明しています。（回避支出法）
便益（Ｂ）＝１１，５３４，９２２千円

4
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①費用便益比の算定方法

②便益の算定

全体事業と同様に、各戸井戸によるものとします。（回避支出法）

ただし、給水開始後の地区、世帯は除外します。

便益（Ｂ）＝６，６８８，０２７千円

③費用の算定

④費用便益比の算定

費用便益比　＝　６．２２　＞　１．０

費用便益比が１．０以上あり、事業の投資効率は妥当であると判断できます。

　特になし

　特になし

　厚生労働省　医薬・生活衛生局　水道課　技術係

　〒１００－８９１６　東京都千代田区霞ヶ関１－２－２

　℡０３－５２５３－１１１１

　長野原町役場　上下水道課　上水道係

　〒３７７－１３９２　群馬県吾妻郡長野原町大字長野原６６－３

　℡０２７９－８２－３０２５

平成３０年３月２６日（月）に長野原町東部簡易水道評価委員会を開催し、委員長より下記のと
おり審議結果の具申がありました。
委員会に提出された資料及び説明から、事業を継続とする町の対応方針は妥当と判断する。平成
３１年度末の事業完了を目指して、適切に対処をお願いしたい。

■問い合わせ先

費用便益比（残事業）

水道未普及解消事業のため、概算係数法により算定しています。

事業費は、残工事事業費とします。更新費は、各施設の耐用年数に対応して求められた換算係
数を乗じて求めます。維持管理費は、全体事業費用の算定で算出したものと同額とします。
費用（Ｃ）＝１，０７５，６７０千円

■その他（評価にあたっての特記事項等）

■対応方針

■学識経験者等の第三者の意見

5
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別紙様式

評価の内容（平成 28 年度実施） 

■事業の概要

事業主体 上砂川町 事業名 生活基盤近代化事業

事業箇所
導水管、配水管、

機械・電気計装設備
補助区分 基幹改良

事業着手年度 平成 18 年度 工期 平成 36 年度 

総事業費 843,434,000 円（税込） 

概要図

・事業箇所

工   種 内  容 全体事業 残事業

（取水） 取水施設 制水扉、堰躯体更新 1 式 済

取水管布設替 HPPEφ150 182m 済

計装設備更新 流量計、水位計等 1 式 済

（導水） ポンプ設備更新 1 式 済

（浄水） 薬品注入設備更新 PAC、次亜 1 式 済

中央監視設備更新 CRT データロガ 1 式 済

機械電気計装設備更新 フラッシュミキサー

フロキュレーター

ろ過池洗浄ポンプ

テレメーター装置

計測設備（水質）

計測設備（流量・水位）

1 式 

済

1 式 

1 式 

済

済

1 式 

19

000204
長方形

000204
テキストボックス
事項2関係



（配水） 配水池場内配管更新 DCIPφ300,350 1 式 1 式 

配水管布設替 VWPφ50～150 8,081m 5,756m 

ポンプ設備更新 1 式 済

減圧弁設備新設 1 式 1 式 

計装設備更新 流量計、残塩計等 1 式 1 式 

目的、必要性

上砂川町の水道事業は、現在 簡易水道事業 1 箇所が整備運営されている。 

昭和 63 年度に着手した拡張事業が、平成 6 年度に全工事を完了し、新浄水場（急速ろ過処理方

式）より通水開始、現在に至っている。

近年の状況は、機械・電気計装設備や管路施設の老朽化が著しく、故障及び漏水事故が頻繁に生

じている状況である。

今事業では、老朽化した施設の更新整備を行い、地域住民への安全且つ安定した水道水の供給と

有効率の向上を図るものである。

※更新整備予定施設の内、取水施設、導水管、導水ポンプ設備、配水池（場内配管）は昭和 62 年の三井砂川炭鉱

の閉山に伴い、同社の専用水道（昭和 15 年創設）が当町に移管されたものであり、特に老朽化が進んでいる状

況である。

経緯

上砂川町簡易水道事業は、昭和 26 年 12 月 22 日に経営認可を受け、当初は上水道事業として創

設された。その後、基幹産業であった石炭産業の低落による三井砂川炭鉱の閉山（昭和 62 年 7 月）

に伴い、同社の専用水道施設が当町に移管され、昭和 63 年 5 月 30 日に変更認可を取得、平成 19

年 7 月 4 日に水量拡張の変更認可を経て、現在に至っている。 

上砂川町簡易水道事業の経緯は下記表のとおりである。

事業の区分 認可年月日 

計画

給水人口

(人) 

計画１日

最大給水量

(㎥/d) 

備   考

創設事業 昭和 26 年 12 月 22 日 17,800 4,000 

第 1 次拡張事業 昭和 63 年 5 月 30 日 4,780 2,070 簡易水道へ変更

第 2 次拡張事業 平成 19 年 7 月 4 日 4,610 2,500 水量拡張
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■事業をめぐる社会経済情勢等

当該事業に係る水需給の動向等

水需要の動向把握のため、直近 10 年間の実績を基に将来の水需要予測を行った。 

現計画値は、計画給水人口 4,610 人 計画給水量 2,500m3/d となっている。これに対して、将来

予測の平成 38 年度には、計画給水人口 2,759 人 計画給水量 1,224m3/d と見込まれている。 

なお、平成 27 年度実績は給水人口 3,479 人 最大給水量 1,675m3/d となっている。 

人口の減少や節水意識の向上、節水機器の普及に伴い、今後も給水量の減少が見込まれる。 

水源の水質の変化等

クリプトスポリジウム等病原性原虫対策に留意する必要はあるが、その他は特に水質の変化はな

く、安定した水量を保っている。

当該事業に係る要望等

水道は重要なライフラインであるため、老朽化した施設の更新整備を計画的に行い、安全性と安

定供給の確保が強く望まれている。

関連事業との整合

本事業は、上砂川町の総合計画等との整合を図りながら実施する。

技術開発の動向

設計及び工事における新技術の採用に努力し、建設副産物等のリサイクルに積極的に努める。

その他の関連事項

特になし。

■事業の進捗状況

用地取得の見通し

当該事業での用地取得はない。
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関連法手続き等の見通し

河川法及び道路法に基づく許可申請等は、該当する箇所が具体化した段階で協議を行い、許可申

請の手続きを経て事業を実施している。

工事工程

平成 18 年度から平成 36 年度の 19 年間を予定しており、平成 27 年度までの 10 年間で管路事業

延長 8km のうち 2.3km を実施済みであり、機械・電気計装設備の更新を含めた事業費ベースでの

進捗率は 52％となっている。 

事業実施上の課題

実施上の課題は特になし。

その他の関連事項

特になし。

■新技術の活用、コスト縮減及び代替案立案の可能性

新技術の活用の可能性

技術開発の動向を踏まえ、新技術の活用の可能性についての検討を行い、その活用に努める。

重要路線には耐震管種の採用を検討する。

コスト縮減の可能性

道路工事や下水道工事等と重複する路線については、同時施工を実施し、舗装や路盤等の復旧費

を削減する。

舗装復旧のアスファルト合材に再生材を活用する。

代替案立案の可能性

老朽化が進んでいるため、更新整備を行う以外の方法はない。
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■費用対効果分析

事業により生み出される効果

漏水損失額の低減、維持管理費の低減、補修費の低減、減水被害額の低減

費用便益比（全体事業）

①費用便益費の算定方法

「水道事業の費用対効果マニュアル」に基づき、換算係数法により「総費用」、「総便益」を算

定する。

②便益の算定

漏水損失額の低減額 444,292 千円

維持管理費（漏水補修）の低減額 64,741 千円

維持管理費（機械・電気計装設備の点検）の低減額 8,571 千円

補修費の低減額 6,272 千円

減水被害額の低減額 1,115,349  

便 益 合 計 1,639,225 千円

③費用の算定

事業費は 1,152,084 千円、更新費は 383,623 千円であり、費用の合計は 1,535,707 千円である。

④費用便益比の算定

費用と便益に換算係数を乗じて、総費用及び総便益を算定した結果、費用便益比は次のとおり

となる。

費用便益比＝総便益÷総費用＝1,639,225 千円÷1,535,707 千円＝1.07 

費用便益比 1.07 となり、1.0 を上回ったことから、事業全体への投資は妥当であると判断され

る。
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費用便益比（残事業）

①費用便益費の算定方法

「水道事業の費用対効果マニュアル」に基づき、換算係数法により「総費用」、「総便益」を算

定する。

②便益の算定

残事業の便益は、794,411 千円である。

③費用の算定

残事業の事業費は 451,253 千円、更新費は 149,860 千円であり、費用の合計は 601,113 千円

である。

④費用便益比の算定

費用と便益に換算係数を乗じて、総費用及び総便益を算定した結果、費用便益比は次のとおり

となる。

費用便益比＝総便益÷総費用＝794,411 千円÷601,113 千円＝1.32 

費用便益比 1.32 となり、1.0 を上回ったことから、事業全体の継続は妥当であると判断される。

■その他（評価にあたっての特記事項等）

特になし。

■対応方針

本事業は、ライフラインの安全性と安定供給の確保を図るため、老朽化した施設の更新整備を計

画的に行うものであり、評価の内容を踏まえ総合的に判断し、事業継続の方針とする。 

■学識経験者等の第三者の意見

■問合せ先

厚生労働省 医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部水道課技術係

〒100-8916 東京都千代田区霞ヶ関 1-2-2 

TEL 03-5253-1111 

上砂川町役場 建設課 水道係

〒073-0292 北海道空知郡上砂川町字上砂川町 40 番地 10 

TEL 0125-62-2011 

FAX 0125-62-3773 

本事業は、ライフラインの安全性と安定供給の確保を図るため、老朽化した施設の更新整備を計画的に行うもの
であり、費用対効果の分析より、費用便益比からも評価の内容を踏まえ総合的に判断し、事業全体の継続は妥当で
あると判断する。
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《《《《《　　八千代簡易水道施設整備事業　再評価　　》》》》》

■事業の概要

　添付図参照。

・ 昭和45年 10月 ： 八千代簡易水道事業認可

　(計画給水人口4,000人、計画一日最大給水量646.3m3/日)
・ 昭和48年  3月 ： 給水開始

・ 昭和53年  6月 ： 八千代簡易水道事業変更認可(区域拡張、給水量増加)

　(計画給水人口4,500人、計画一日最大給水量1,575m3/日)
・ 平成13年  4月 ： 生活基盤近代化事業開始

・ 平成16年  2月 ： 八千代簡易水道事業変更認可(給水量増加)

　(計画給水人口4,350人、計画一日最大給水量2,107m3/日)
・ 平成17年  3月 ： 八千代簡易水道事業変更認可(区域拡張)

　(計画給水人口4,400人、計画一日最大給水量2,132m3/日)
・ 平成18年  3月 ： 八千代簡易水道事業再評価(1回目) 

・ 平成24年  3月 ： 八千代簡易水道事業再評価(2回目)

・ 平成29年  3月(予定) ： 八千代簡易水道事業再評価(3回目)

■事業をめぐる社会経済情勢等

事業着手年度

総 事 業 費

　給水人口及び給水量ともに、減少傾向となっている。一日最大給水量は、1,947m3/日

(平成28年度)となる。この水量は、全施設の浄水能力2,132m3/日の91.3％に相当する。

概 要 図

工 期 平成13年度～平成33年度平成13年度

1,587百万円

目的、必要性

八千代簡易水道施設整備事業　再評価内容　(平成28年度実施)

事 業 名

補 助 区 分

安芸高田市 八千代簡易水道施設整備事業事 業 主 体

事 業 箇 所 生活基盤近代化事業(水量拡張)広島県安芸高田市八千代町

水 源 の 水 質 の 変 化 等

当 該 事 業 に 係 る 要 望 等

関 連 事 業 と の 整 合

技 術 開 発 の 動 向

そ の 他 関 連 事 項

　八千代特定環境保全公共下水道事業（平成19年10月供用開始)整備に伴う水道利用分を
確保した計画となっている。

施設整備以降、30年余経過し、配水管の漏水及び電気計装設備等の老朽化が甚だしく、
日常の管理に苦慮している状況にある。また、生活環境の向上等の水需要増により水不足
が生じており、水量確保が急務となっている。そこで、本事業は、供給の安定化を図るこ
とを目的に、老朽化した管路、電気計装設備を更新するとともに、浄水場の拡張・配水池
容量の増設を実施する。

　水源は、北原水源、佐々井水源、本郷水源、別所水源の4箇所あり、供給能力、水質と
も問題ない。(各浄水場での浄水処理可能)

　住民からの要望として、安定した水の供給、漏水事故の低減化、施設の耐震化が挙がっ
ている。

　本事業にとって該当する関連事項はない。

水道管路の浅埋化の動向(土被り1.2ｍ→0.6ｍ)、流量計室等の弁室でのプレキャスト製
品を活用によるコスト縮減等、また、管路での耐震管(ダクタイル鋳鉄管ＮＳ形、ＧⅩ形
及び配水用ポリエチレン管HPPE)の採用による施設の性能向上を図った。

経 緯

当該事業に係る水需給の動向等

-1-
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《《《《《　　八千代簡易水道施設整備事業　再評価　　》》》》》

■事業の進捗状況

■新技術の活用、コスト縮減及び代替案立案の可能性

・耐震管(ダクタイル鋳鉄管ＮＳ形、ＧＸ形及び配水用ポリエチレン管HPPE)の利用

・水道管の埋設深さの見直し

・プレキャスト製品の活用

■費用対効果分析

・漏水事故の減少

・供給の安定性能の向上(施設の安定性向上、運用機能の向上)

・水不足の解消(浄水能力の向上)

・費用便益比[Ｂ/Ｃ](事業全体)＝3,748,124千円／3,303,618千円＝1.13＞1.00

　　費用便益比が1.0以上となることから、事業全体の投資効率性は妥当であると判断できる。

・費用便益比[Ｂ/Ｃ](残 事 業)＝973,410千円／297,071千円＝3.28＞1.00

　　費用便益比が1.0以上となることから、残事業の投資効率性は妥当であると判断できる。

■問合せ先
安芸高田市建設部上下水道課

〒731-0592　広島県安芸高田市吉田町吉田791番地

TEL 0826-47-1203

　水源開発等がないため、今後、関連法手続などは発生しない。

用 地 取 得 の 見 通 し

関 連 法 手 続 き 等 の 見 通 し

　本工事の残工事において、新たな用地取得は生じない。

工 事 工 程

事 業 実 施 上 の 課 題

そ の 他 関 連 事 項

新 技 術 の 活 用 の 可 能 性

　事業としては、残すところ配管工事のみとなり、進捗率は82％となっている。

　事業実施にあたって、特に問題となる事項はない。

　本事業にとって該当する関連事項はない。

コ ス ト 縮 減 の 可 能 性

代 替 案 立 案 の 可 能 性

費 用 便 益 比 ( 残 事 業 )

費 用 便 益 比 ( 事 業 全 体 )

事業により生み出される効果

平成28年度以降の予定事業は、配管工事であり、その代替案としては布設ルートの再検
討が考えられるが、給水管の接続や、維持管理性・経済性の面から、現行の計画ルートが
最適案となる。

-2-
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評価の内容（平成２８年度実施）

■事業の概要

事業主体 独立行政法人水資源機構 事業名 思川開発
おもいがわかいはつ

事業 

事業箇所 栃木県鹿沼
か ぬ ま

市 補助区分 水道水源開発施設整備費 

事業着手年度 昭和44年度 

工 期 昭和44年度から平成36年度 
総事業費 

約1,850 億円 

（水道用水負担額 約449億円） 

概要図 

Ｎ

水戸
那珂川

太

平

洋

鹿
島
灘

宇都宮

栗橋

野田

思
川

東
京

江
戸
川

中
川

東
京
湾

九
十
九
里
浜

印旛沼

手賀沼

北

浦

足利
前橋

吾
妻
川

神流川

荒川

入間川

日光

鬼
怒
川

渡
良
瀬
川

利根川流域界

思川開発
事業

黒川取水・放流工

大芦川取水・放流工

南摩注水工

揚水機場

南摩ダム

大芦川導水路

黒川導水路

送水路

77.4km2

12.4km2

49.5km2

五霞町

古河市

小山市

鹿沼市

目的、必要性 

(1) 目的

思川開発事業は、南摩ダム、取水施設及び水路等を建設することにより、洪水調節、流水の正

常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給を含む。）を図るとともに、栃木県、鹿沼市、小山

市、古河市、五霞町、埼玉県及び北千葉広域水道企業団の水道用水として、新たに最大毎秒2.984

ｍ3の取水を可能ならしめるものである。 

(2) 必要性

栃木県や埼玉県では、利根川水系及び荒川水系における水資源開発基本計画で示されている近

年 20 年に 2 番目の規模の渇水時におけるダム等による供給可能量を考慮した水源量の確保、そ

の他の水道事業者では需要量と水源量が概ね均衡する計画であることから、安定的な水源確保が

不可欠となっている。 

また、栃木県の小山市、茨城県の古河市及び五霞町では現在 思川開発事業を前提とした暫定

取水を行っている。加えて、埼玉県では八ツ場ダムと思川開発事業を前提とした暫定取水を行っ

ている状況にある。 

特にこれらの水道事業者においては、安定的な取水ができないという点において慢性的な水不

足となっており、早期の安定的な水源確保が急務となっている。 
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経緯 

昭和44年 4月 実施計画調査着手 

昭和45年 7月 利根川水系における水資源開発基本計画の全部変更（思川開発事業の追加） 

平成 6年 5月 事業実施方針の指示 

平成 6年 11月 事業実施計画の認可 

平成11年 8月 利根川水系及び荒川水系における水資源開発基本計画の一部変更 

平成11年 11月 事業実施方針（第1 回変更）の指示 

平成12年 4月 事業実施計画（第1 回変更）の認可 

平成13年 9月 利根川水系及び荒川水系における水資源開発基本計画の一部変更 

平成14年 3月 事業実施方針（第2 回変更）の指示 

平成14年 4月 事業実施計画（第2 回変更）の認可 

平成18年 11月 付替県道工事着手 

平成20年 7月 利根川水系及び荒川水系における水資源開発基本計画の全部変更 

平成21年 3月 事業実施計画（第3 回変更）の認可 

平成21年 3月 仮排水路トンネル工事に着手 

平成21年 12月 国土交通省のダム事業の検証対象ダムに区分 

平成27年 12月 事業実施計画（第4 回変更）の認可 

平成28年 8月 国土交通省の事業継続の対応方針決定 

■事業をめぐる社会経済情勢等

当該事業に係る水需給の動向等 

栃木県の給水対象地域である県南地域は、地下水依存率が高い地域であるが、地盤沈下や地下水

汚染等が危惧されている。そのため、将来にわたり安全な水道用水の安定供給を確保するため、地

下水から表流水への一部転換を促進し、地下水と表流水のバランスを確保する計画である。当該地

域における将来(目標年：H42 年度)の給水人口は減少すると見込まれており、計画一日最大給水量

は96,200ｍ3/日と現状よりも減少すると見込まれている。一方、水源については、利根川水系及び

荒川水系における水資源開発基本計画で示されている近年 20 年に 2 番目の規模の渇水時において

も安定的に供給できるよう地下水、渡良瀬遊水地及び思川開発により確保することとされている。

なお、栃木県においては、水道用水供給事業の実施に向けて、現在 関係市町との協議が進められ

ているところである。 

鹿沼市では、5 次にわたる拡張事業が進められている。近年、一日平均給水量および一日最大給

水量は横ばい傾向にあるものの、将来的には給水人口の減少に伴って需要量の減少が見込まれてお

り、計画一日最大給水量30,590ｍ3/日と推計し、水源は地下水と表流水（思川開発：一日最大取水

量17,280m3/日）により確保する現行計画を継続することとされている。なお、表流水については、

思川開発事業の完成（平成 36 年度の予定）までに具体的な取水計画及び施設整備計画を明らかに

し、地下水から表流水に随時水源を切り替えることとされている。 

小山市では、平成 26 年 3 月に小山市水道ビジョンが策定され、今後の施設整備や事業運営の基

本的な方向性が示されている。水道供給は従前より思川の表流水と地下水取水でまかなわれてい

る。この他に思川開発事業へ参画することを条件に暫定取水が行われており、平成 28 年度の暫定

取水量は9,850ｍ3/日(0.114ｍ3/s)で、これは開発水量(0.219ｍ3/s)の 52.1％に相当する。近年、一

日平均給水量および一日最大給水量は横ばい傾向にあるものの、給水人口の増加及び景気回復に伴

う需要量の増加も見込まれることから、計画一日最大給水量53,600ｍ3/日と推計し、必要水量は、

地下水、河川水（自流）、渡良瀬遊水地、思川開発により確保することとされている。 

古河市の水道事業は、平成 17 年 9 月の合併(旧古河市、旧総和町、旧三和町が合併)に伴い新た

な水道計画が策定された。水道供給は、従前より思川の表流水と地下水取水及び県西広域水道用水

供給事業からの供給でまかなわれているが、この他に思川開発事業へ参画することを条件に暫定取
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水が行われている。平成28年度の暫定取水量は、40,100ｍ3/日（0.465ｍ3/s）で、これは、開発水

量 0.586ｍ3/s の 79.4％に相当する。近年、一日平均給水量および一日最大給水量は横ばい傾向に

ありものの、古河駅周辺で進められている都市開発による人口増が見込まれる。また、他地域に比

べ地下水への依存度が高い三和地区においては水道普及率の増加に伴い 、将来の需要量は増加す

ると見込まれることから、計画一日最大給水量54,120ｍ3/日と推計し、必要水量を地下水、県西広

域水道用水供給事業及び思川開発により確保することとされている。 

五霞町では、思川開発による水源を見込んだ第 2 次拡張事業（H5.12 認可）は完了している。水

道供給は従前より埼玉県広域水道から受水されているほか、思川開発事業へ参画することを条件に

暫定取水が行われている。平成 28年度の暫定取水量は 3,456ｍ3/日（0.040ｍ3/s）で、これは開発

水量 0.100ｍ3/s の 40.0％に相当する。近年、一日平均給水量および一日最大給水量は横ばい傾向

にある。生活用水量は横ばい傾向で、工場用水量も一時工場撤退の影響を受けて落ち込んだが近年

に新規工場が操業を開始したため戻りつつある。今後も新規工場の使用水量の増加予定のほか、圏

央道 IC 周辺地域における産業拠点の創出が計画されており、企業立地・進出に伴う需要量の増加

が見込まれることから、計画一日最大給水量 9,174ｍ3/日と推計し、必要水量は埼玉県水を受水す

るとともに思川開発により確保することとされている。 

埼玉県は平成 3 年 3 月に広域第一水道と広域第二水道を統合し、飯能市等 10 事業者（11 市町

村）を新たに供給対象に加え、現在では水道用水供給事業（平成 25 年 6 月認可）が進められてい

る。埼玉県の水道用水供給事業の水源は、利根川・荒川水系上流ダム群等による表流水のほか、農

業用水合理化によって生み出される水道用水によりまかなわれており、思川開発事業の開発水量

は、農業用水合理化により生み出された水道用水の冬水（非かんがい期）の手当として確保される

ものである。また、思川開発事業へ参画することを条件に暫定取水が行われている。平成 28 年度

の暫定取水量は14,256ｍ3/日（0.165ｍ3/s）で、これは開発水量1.163ｍ3/sの 14.2％に相当する。

近年、一日平均給水量および一日最大給水量は、節水機器の普及や節水意識の高まりに伴い微減の

傾向にある。このような動向を踏まえ平成 25 年度に目標の見直しが行われ、計画一日最大給水量

2,689,900 ｍ3/日と推計し、必要水量については、思川開発を含む利根川上流ダム群による開発水

及び受水団体における自己水源（地下水及び河川水）により確保することとされている。 

北千葉広域水道企業団は、1 県 7 市 2 町の共同事業者として昭和 48 年 3 月に発足し、現在で

は水道用水供給事業（平成 21 年 3 月認可）を進めている。近年、一日平均給水量および一日最大

給水量は微増傾向にある。今後も、「つくばエクスプレス」と沿線において進められている大規模

な土地区画整理事業の影響により需要量の増加が見込まれることから計画一日最大給水量 672,240

ｍ3/日と推計し、水源は地下水、既存水資源開発施設に加えて、八ツ場ダム、思川開発により確保

することとされている。 

水源の水質の変化等 

(1) 南摩ダム地点

河川A類型であり、pH、BOD、DO、SSは環境基準値を満足している。

(2) 大芦川取水・放流工地点

河川AA類型であり、pH、DO、SSは環境基準値を満足している。BODは平成17年に基準値であ

る2.0 mg/ を超える値を示していたが、平成18年以降は基準値を下回る値で推移している。 

(3) 黒川取水・放流工地点

河川A類型であり、pH、BOD、DO、SSは環境基準値を満足している。
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当該事業に係る要望等 

思川開発事業に参画している利水参画者（栃木県、鹿沼市、小山市、古河市、五霞町、埼玉県、

北千葉広域水道企業団）に対して、平成 23 年 2 月 1 日付けでダム事業参画継続の意思、必要な開

発水量の確認に係る確認文書を発送し、平成23年 2月 28日までに全ての利水参画者から継続の意

思があり、必要な開発水量（水道用水 2.984ｍ3/ｓ）に変更はないとの回答を得ている。 

また、平成28年 6月 22日から7月 6日の間に行った思川開発事業の検証に係る検討に関する関

係地方公共団体の長、関係利水者からの意見聴取では、利根川・思川の治水安全度の向上とともに、

将来的に安定した都市用水の供給や、異常渇水時の緊急水の補給を含む流水の正常な機能の維持の

ために必要不可欠な事業であることから、より一層のコスト縮減を図り、早期に事業を完成させる

ことを要望されている。 

水道事業との整合 

栃木県は、思川開発事業による開発量の利用を見込んだ広域的水道整備の推進を図るため、県及

び関係市町による協議会を設置し、将来的な水道事業認可に向けて必要な協議の促進が図られてい

る。 

鹿沼市は、平成 38 年度を目標とした水道事業計画において、思川開発事業で確保される表流水

を水源として位置付け、地下水から表流水に随時切り替えることとしている。 

小山市は、平成26年 3月に平成35年度を目標とした小山市水道ビジョンを立て、計画達成のた

めに不足する水源として思川開発事業で確保することとしており、現在では取水施設等は完成し、

事業に参画することを条件に暫定的に許可されている河川水を取水して供給を行っている。 

古河市は平成21年 4月に平成32年度を目標とした水道事業の計画を立て、計画達成のために不

足する水源として思川開発事業で確保することとしており、現在では取水施設等は完成し、事業に

参画することを条件に暫定的に許可されている河川水を取水して供給を行っている。 

五霞町は、すでに思川開発事業を前提とした水道計画の整備は完了しており、現在では思川開発

事業に参画することを条件に暫定的に許可されている河川水を取水して供給を行っている。 

埼玉県は、平成25年 6月に平成37年度を目標とした水道用水供給事業の計画を立て、計画達成

のために不足する水源として思川開発事業、八ツ場ダム建設事業及び霞ケ浦導水事業で確保するこ

ととしている。現在では取水施設等は完成し、これらの事業に参画することを条件に暫定的に許可

されている河川水を取水して供給を行っている。 

北千葉広域水道企業団は、平成21年 3月に平成37年度を目標とした水道用水供給事業の計画を

立て、計画達成のために不足する水源として思川開発事業及び八ツ場ダム建設事業で確保すること

としている。 

■事業の進捗状況

用地取得の見通し 

平成13年 12月に「南摩ダム補償交渉委員会」と損失補償基準について妥結・協定書の調印を行

っており、南摩ダムにおける用地取得は平成27年度末までに約98％（369 ha/375 ha）の進捗とな

っている。家屋移転は、平成20年 6月に南摩ダムに関連する80世帯全ての移転が終了している。 

一方、取水・導水地域においては、黒川取水・放流工、大芦川取水・放流工、荒井川区分地上権

全ての用地取得（3.159 ha）が完了している。 

関連法手続等の見通し 

平成 20 年 7 月に利根川水系及び荒川水系における水資源開発基本計画の全部変更が行われ、平

成 21 年 3 月に思川開発事業に関する事業実施計画（第 3回変更）の認可、平成 27 年 12 月に事業

実施計画（第 4 回変更）の認可を受けた。今後、事業工期を平成 36 年度まで延長する事業実施計

画（第5回変更）を予定している。 

思川開発開発分の最大 2.984 ｍ3/s に係わる水利使用については、ダム完成後の取水開始にあわ

せて、各利水使用者が法手続きを行う予定である。 
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水源を思川開発とする暫定水利権の許可申請を小山市、古河市、五霞町、埼玉県は毎年行ってお

り、河川管理者から水利使用の許可を受けている。 

平成5年度に「建設省所管事業に係る環境影響評価実施要綱」（昭和60年 4月 1日建設事務次官

通知）に基づく環境影響評価を実施し、「適切な保全対策を実施することにより、環境への大きな

影響は避けられる」と結論を得ている。 

工事工程 

平成18年 11月に付替県道工事、平成19年2月に工事用道路工事、平成21年3月に仮排水路ト

ンネル及び放流管敷設トンネル工事に着手し、ダム本体及び導水路等工事に向けて必要な調査、設

計等を実施してきたところである。

進捗状況は、仮排水路トンネル及び放流管敷設トンネル工事が平成 23 年 3 月に完了するととも

に、平成 29年 3月時点で付替県道は 69％（約4.4km/約 6.4km）、工事用道路は99%（約 13.1km/約

13.2km）の完成見込みである。 

平成 28年度末における実施見込額は約 888 億円（総事業費ベースで約 48％）となっている。ま

た、事業工期は平成36年度までを予定している。 

事業実施上の課題 

平成22年9月28日に国土交通大臣より思川開発事業の検証に係る検討を行うよう指示がなされ、

平成28年 8月 25日に事業継続の方針が決定された。 

今後とも更なるコスト縮減及び工期短縮に努めるとともに、事業実施にあたっては、専門家の意

見を聴きながら、動植物の生息・生育環境の調査を継続的に行い、必要に応じて環境保全措置を講

じる必要がある。 

■新技術の活用、コスト縮減及び代替案立案の可能性

新技術の活用・コスト縮減の可能性 

南摩ダムでは、国内外の施工事例等を踏まえた最新の技術的知見を取り入れ、ダム構造を中央土

質しゃ水壁型ロックフィルダムから表面しゃ水壁型ロックフィルダムに変更することとし、堤体積

の減少によりコスト縮減、工期短縮、環境負荷が低減される可能性がある。

また、南摩ダムの付替林道では、切土で造成する計画としていた一部区間において、建設発生土

を有効利用した盛土に変更することとし、コスト縮減、環境負荷が低減される可能性がある。 

代替案立案の可能性 

本事業の代替案としては、ダム検証において利水参画者の必要な開発量（水道用水2.984 ｍ3/ｓ）

を確保することを基本に様々な対策を検討し、以下の2案を抽出した。 

①地下水取水＋ダム再開発案

大芦川取水放流工地点、清洲橋地点については、地下水取水により確保し、乙女地点について

は、湯西川ダムのかさ上げにより確保する。栗橋地点、西関宿地点は、下久保ダムのかさ上げに

より確保する案。 

②治水容量買い上げ案

大芦川取水放流工地点、清洲橋地点及び乙女地点については、五十里ダムの治水容量買い上げ

で確保し、栗橋地点、西関宿地点については、矢木沢ダム、藤原ダム、薗原ダムの治水容量買い

上げで確保する案。 

思川開発事業と代替案２案について、「コスト」のほか、「実現性」、「持続性」、「地域社会への影

響」、「環境への影響」の観点から比較検討を行った結果、「持続性」、「地域社会への影響」、「環境

への影響」において各案に有意な差はないが、「コスト」が最も安価であること、10 年後の目的達

成という時間的な観点での「実現性」が高いことから、思川開発事業が最も有利となった。 
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■費用対効果分析

事業により生み出される効果 

思川開発事業は、洪水調節、流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給を含む）、新

規利水を目的とする南摩ダム及び導水路を建設する事業である。 

新規利水については、栃木県の水道用水として最大毎秒 0.403 ｍ3、鹿沼市の水道用水として最

大毎秒0.200 ｍ3、小山市の水道用水として最大毎秒0.219 ｍ3、古河市の水道用水として最大毎秒

0.586 ｍ3、五霞町の水道用水として最大毎秒 0.100 ｍ3、埼玉県の水道用水として別途手当てされ

る農業用水の合理化により行われるかんがい期における用水の確保とあわせて通年取水を可能と

するため毎年 10月 1日から翌年 3月 31日までの間において最大毎秒 1.163 ｍ3及び北千葉広域水

道企業団の水道用水として最大毎秒0.313 ｍ3の取水を可能ならしめるものである。 

本事業により、各水道事業者における新規開発水源が利用可能となり給水人口の増加や普及率向

上等に伴う水需要の増加や地下水から表流水への転換に対する水源が確保でき、減・断水被害の軽

減が図られる。 

費用便益比（事業全体） 

①費用便益比の算定方法

「水道事業の費用対効果分析マニュアル：平成23年 7月 厚生労働省健康局水道課」に基づき、

年次算定法により費用及び便益を算定した。

②費用の算定

水道事業としては、水源開発に加えて、水道事業及び用水供給事業の施設整備が行われて初め

て効果が発現することから、思川開発事業に係る水道負担分（ダム事業費負担金）、各水道事業体

による事業を対象とし、それぞれについて、建設費、維持管理費を計上し、残存価値を控除する。 

ダム建設事業に係る水道用水負担額は約449億円（全体事業費 約1,850億円の24.26％）、工期

は、平成36年度までとした。 

なお、建設費には評価対象期間内に耐用年数を過ぎる施設について、施設更新費を計上する。 

（総費用）＝ 816,220,970 千円 

③便益の算定

思川開発事業による水源開発がない場合に発生する渇水被害額と、事業による水源開発がある

場合に発生する渇水被害額の差（被害軽減額）を便益とし、思川開発事業が完成し、かつ水道事

業及び用水供給事業の施設整備が完成した翌年度から便益が発生するものとした。 

ただし、事業者の施設整備が既に完成し、暫定取水が行われている場合は、思川開発事業完了

前においても便益が発生しているものとした。 

平常時は需要量と供給量との水量差により算定した。渇水時は利根川及び荒川水系に係る水資

源開発基本計画において示されている近年20年に2番目の規模の渇水時において安定的な水の利

用を可能にすることを目標とし、近年の降雨状況に対する供給能力の低下を考慮した給水制限日

数により算定した。 

（総便益）＝ 44,103,357,670 千円 

④費用便益比の算定

「総便益」を「総費用」で除して費用便益比を算定した。

 費用便益比＝54.03＞1.00 

費用便益比が1.0以上となることから、事業全体の投資効率性は妥当であると判断できる。 

費用便益比（残事業） 

①費用便益比の算定方法

「水道事業の費用対効果分析マニュアル：平成23年 7月 厚生労働省健康局水道課」に基づき、

年次算定法により費用及び便益を算定した。

②費用の算定

再評価時点における残事業の総費用を算定した。なお、事業を中止した場合の費用は発生しない
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こととした。 

（総費用）＝122,489,965 千円 

③便益の算定

再評価時点で、残事業の便益は事業全体の便益から評価年度よりも前年度までの便益を控除した

額と考えられるとして算定した。 

（総便益）＝ 10,150,663,352千円 

④費用便益比の算定

「総便益」を「総費用」で除して費用便益比を算定した。

費用便益比＝82.87＞1.00

費用便益比が1.0以上となることから、残事業全体の投資効率性は妥当であると判断できる。

■その他（評価にあたっての特記事項等）

今回の事業再評価は、水道施設整備事業の評価実施要領第２の（４）「その他、社会経済情勢の

急激な変化等により事業の見直しの必要が生じた場合」及び、独立行政法人水資源機構事業評価実

施細目第２の「本体工事又は本体関連工事の着手前の適切な時期」に該当する。 

■対応方針

思川開発事業は、引き続き事業を実施することが適切である。 

■学識経験者等の第三者の意見

思川開発事業は、南摩ダム及び導水路を建設することにより洪水調節及び流水の正常な機能の維

持（異常渇水時の緊急水の補給を含む）を図るとともに、栃木県、茨城県、埼玉県及び千葉県の人々

の生活用水を確保する等、重要な役割を担っている。 

当該地域では、本事業を前提とした水道施設の整備が進められており、本事業への参画を前提と

した暫定取水が既に行われている地域もあり、必要不可欠な水源として位置づけられている。また、

近年の少雨傾向に加え、年間降雨量の変動幅が大きくなっている状況を踏まえると、当該地域の安

定した発展のために、渇水時にも安定供給の効果が期待できる本事業は重要であると判断される。 

また、事業の進捗状況として、既に全ての家屋移転が完了し、事業用地の取得が 98%まで達して

いる状況であり、加えて、新技術の活用、コスト縮減及び代替案の検討、関連事業との整合性や費

用対効果分析等、事業評価の各項目も「水道施設整備事業の評価実施要領」及び関連文書に則って

適切に実施されている。 

以上のことから、対応方針のとおり継続することが妥当であると考える。 

■問合せ先

厚生労働省 医薬・生活衛生局 生活衛生・食品安全部 水道課 水道計画指導室 水資源係 

〒100-8916 東京都千代田区霞が関1－2－2 

Tel 03-5253-1111 

独立行政法人水資源機構 

〒330-6008  埼玉県さいたま市中央区新都心11番地2（ランド・アクシス・タワー内） 

Tel 048-600-6500 
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t t

1

2

t

2017 1.0000
2018 0.9615 440.95 29.40 3,606 3,467
2019 0.9246 725.25 77.75 9,538 8,819
2020 0.8890 1,009.55 145.05 17,795 15,820
2021 0.8548 1,293.85 231.31 28,377 24,257
2022 0.8219 1,575.70 336.35 41,265 33,916
2023 0.7903 1,575.70 441.40 54,152 42,796
2024 0.7599 1,575.70 546.45 67,040 50,944
2025 0.7307 1,575.70 651.49 79,927 58,403
2026 0.7026 1,575.70 756.54 92,815 65,212
2027 0.6756 1,575.70 861.59 105,702 71,412
2028 0.6496 1,575.70 966.63 118,589 77,035
2029 0.6246 1,557.90 1,057.44 129,730 81,029
2030 0.6006 1,540.10 1,147.06 140,725 84,519
2031 0.5775 1,522.30 1,235.49 151,574 87,534
2032 0.5553 1,504.50 1,322.74 162,278 90,113
2033 0.5339 1,486.70 1,380.59 169,375 90,429
2034 0.5134 1,417.70 1,364.73 167,429 85,958
2035 0.4936 1,348.70 1,331.10 163,303 80,606
2036 0.4746 1,279.70 1,279.70 156,997 74,511
2037 0.4564 1,210.70 1,210.70 148,532 67,790
2038 0.4388 1,141.70 1,141.70 140,067 61,461
2039 0.4220 1,123.90 1,123.90 137,883 58,187
2040 0.4057 1,106.10 1,106.10 135,700 55,053
2041 0.3901 1,088.30 1,088.30 133,516 52,085
2042 0.3751 1,070.50 1,070.50 131,332 49,263
2043 0.3607 1,052.70 1,052.70 129,148 46,584
2044 0.3468 983.70 983.70 120,683 41,853
2045 0.3335 914.70 914.70 112,218 37,425
2046 0.3207 845.70 845.70 103,753 33,274
2047 0.3083 776.70 776.70 95,288 29,377
2048 0.2965 707.70 707.70 86,823 25,743
2049 0.2851 689.90 689.90 84,639 24,131
2050 0.2741 672.10 672.10 82,455 22,601
2051 0.2636 654.30 654.30 80,271 21,159
2052 0.2534 636.50 636.50 78,088 19,787
2053 0.2437 618.70 618.70 75,904 18,498
2054 0.2343 549.70 549.70 67,439 15,801
2055 0.2253 480.70 480.70 58,974 13,287
2056 0.2166 411.70 411.70 50,509 10,940
2057 0.2083 342.70 342.70 42,043 8,758
2058 0.2003 273.70 273.70 33,578 6,726
2059 0.1926 273.70 273.70 33,578 6,467
2060 0.1852 273.70 273.70 33,578 6,219
2061 0.1780 273.70 273.70 33,578 5,977
2062 0.1712 273.70 273.70 33,578 5,749
2063 0.1646 273.70 273.70 33,578 5,527
2064 0.1583 272.50 272.50 33,431 5,292
2065 0.1522 271.30 271.30 33,284 5,066
2066 0.1463 270.10 270.10 33,137 4,848
2067 0.1407 268.90 268.90 32,989 4,642
2068 0.1353 267.70 267.70 32,842 4,444
2069 0.1301 264.05 264.05 32,394 4,214
2070 0.1251 260.40 260.40 31,947 3,997
2071 0.1203 256.75 256.75 31,499 3,789
2072 0.1157 253.10 253.10 31,051 3,593
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2073 0.1112 249.45 249.45 30,603 3,403
2074 0.1069 239.00 239.00 29,321 3,134
2075 0.1028 228.55 228.55 28,039 2,882
2076 0.0989 218.10 218.10 26,757 2,646
2077 0.0951 207.65 207.65 25,475 2,423
2078 0.0914 179.32 179.32 22,000 2,011
2079 0.0879 150.99 150.99 18,524 1,628
2080 0.0845 122.66 122.66 15,048 1,272
2081 0.0813 94.33 94.33 11,573 941
2082 0.0781 66.00 66.00 8,097 632
2083 0.0751 52.80 52.80 6,478 486
2084 0.0722 39.60 39.60 4,858 351
2085 0.0695 26.40 26.40 3,239 225
2086 0.0668 13.20 13.20 1,619 108

1,938,529
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らに木材生産額は、昭和46年から平成22年にかけて減少している。これらの
ことから、地域の森林の管理水準の低下が危倶される。

こうした中、水源林造成事業については、水源酒養機能等の向上を図りな
がら、その実施を通じ、地域の雇用にも貢献してきたところであり、主伐期
を迎える中、長伐期化や育成複層林化による多様な森林整備の一層の推進を
図るとともに、搬出間伐等を推進し地域の木材供給にも貢献できるよう取り
組むこととしている。

③事 業 の 進捗状 況｜ 50年経過分の対象区域の樹種別面積割合は、スギが約44%、ヒノキが約44
%、一部風害等によりリョウブ等が成長して広葉樹林化した区域は約12%と
なっている。

また、植栽木の成長に支障のない後生の広葉樹は保残するなど、針広混交
林等への誘導を積極的に行っている。

植栽木の生育状況 （注 1)は、以下のとおりで、3～5等地に相当する生育とな
っており、概ね順調な生育状況である。

樹高 胸高直径 lha当たり成立本数 lha当たり材積
スギ (47年生） 19m 25cm 1, 100本 459rrf 
ヒノキ (48年生） 18m 22cm 1, 100本 408rrf 

（注1）林齢別の生育状況を林齢別面積で加重平均したもの。

④関連事 業 の 整 備｜ 本流域が属する熊本県では、以下のとおり森林整備を進めることとしてい
状況 ｜る。

［熊本県森林・林業・木材産業基本計画（平成29年3月）】
「 充実した森林資源の循環利用による稼げる林業の推進」、 「 建築分野におけ

る需要の拡大等、県産木材の利活用の最大化」、 「高度な知識と技術・技能を
有する技術者の育成等、林業を支える担い手の確保・育成」、 「 特用林産物の
生産力強化と販路拡大等、山村地域の活性化」、 「森林・林業・木材産業を支
える研究・技術開発と普及の推進」

こうした中で本事業では、熊本県の森林・林業施策との整合を図りつつ、
多面的機能の持続的な発揮に向けた多様な森林整備、路網整備や間伐を通じ、
流域内のダム水源や簡易水道水源などとしての水源酒養機能等の多面的機能
の発揮に一 定の役割を果たしている。

⑤地元（受益者、地｜ 本対象区域では順調に成林しており、所在市町村及び契約相手方（造林地
方公共団体等）の｜所有者、造林者）は水源掴養等の機能発揮への期待が大きく、適正な密度管
意向 ｜理、木材の有効利用等を図る搬出間伐など、引き続き適期の保育作業等の実

施を要望している。

⑥事業コスト縮減等｜ 費用便益分析の結果から効率性は確保されているが、さらに、風害等によ
の可能性 ｜り広葉樹林化した林分においては、植栽木の成長に支障のない後生の広葉樹

は保残するなど、針広混交林等への誘導を積極的に行うこととしている。
また、間伐の実施に当たっては、契約相手方（造林地所有者、造林者）の

理解を得るなかで間伐木の選木及び間伐手法を工夫（列状間伐や間伐率を最
大限に適用した強度な間伐等）することによりコスト縮減に努めることとし
ている。

⑦代替案の実現可能｜ 該当なし。
性

水源林造成事業等評 ｜ 費用便益分析、森林・林業情勢、植栽木等の生育状況、事業コスト縮減の
価技術検討会の意見 ｜取組等事業の公益性を総合的に検討した結果、水源林としての機能を十分発

揮していることから、事業を継続することが適当と考える。

評価結果及び事業の｜・必要性： 本事業は、奥地水源地域において、水源酒養機能等の発揮の観
実施方針 ｜ 点から、森林所有者の自助努力等によっては適正な整備が見込め

ない森林等で実施するものである。
本対象区域では、温暖で降水量が多く台風の常襲地帯である本

流域の奥地条件不利地域等において、健全な森林の育成に向けた
取組が計画的に行われていることから、引き続き本事業により実
施する必要性が認められる。

－効率性： 費用便益分析結果については1を上回り効率性が確保されてい
る他、今後、風害等によって、広葉樹林化した林分が生じた場合
は、天然広葉樹の育成に重点をおいた施業へ変更することとして
おり、また、間伐の実施に当たっては、契約相手方（造林地所有
者、造林者）の理解を得るなかで間伐木の選木及び間伐手法を工
夫（列状間伐や間伐率を最大限に適用した強度な間伐等）するこ
とによりコスト縮減に努めているなど事業の効率性が認められる0

・有効性： 植栽木は概ね順調な生育を示しており、水源酒養などの水土保
全機能を着実に発揮している上、地域雇用への貢献や木材供給と
いった効果もあり、事業の有効性が認められる。

事業の実施方針 継続が妥当 門
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4,384,983

1,428,634

3,039,135

4,119,148

28,498

820,602

94,848

13,915,848

8,699,292

13,915,848

8,699,292
1.60
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T-1 Y

1

2

t

S41 7.3910
S42 7.1067 266.05 26.61 2,966 21,078
S43 6.8333 266.05 53.21 5,932 40,535
S44 6.5705 266.05 79.82 8,898 58,464
S45 6.3178 266.05 106.42 11,864 74,954
S46 6.0748 266.05 133.03 14,829 90,083
S47 5.8412 266.05 159.63 17,795 103,944
S48 5.6165 266.05 186.24 20,761 116,604
S49 5.4005 266.05 212.84 23,727 128,138
S50 5.1928 266.05 239.45 26,693 138,611
S51 4.9931 266.05 266.05 29,659 148,090
S52 4.8010 266.05 266.05 29,659 142,393
S53 4.6164 266.05 266.05 29,659 136,918
S54 4.4388 266.05 266.05 29,659 131,650
S55 4.2681 266.05 266.05 29,659 126,588
S56 4.1039 266.05 266.05 29,659 121,718
S57 3.9461 266.05 266.05 29,659 117,037
S58 3.7943 266.05 266.05 29,659 112,535
S59 3.6484 266.05 266.05 29,659 108,208
S60 3.5081 266.05 266.05 29,659 104,047
S61 3.3731 266.05 266.05 29,659 100,043
S62 3.2434 266.05 266.05 29,659 96,196
S63 3.1187 266.05 266.05 29,659 92,498
H1 2.9987 266.05 266.05 29,659 88,938
H2 2.8834 266.05 266.05 29,659 85,519
H3 2.7725 266.05 266.05 29,659 82,230
H4 2.6658 266.05 266.05 29,659 79,065
H5 2.5633 266.05 266.05 29,659 76,025
H6 2.4647 266.05 266.05 29,659 73,101
H7 2.3699 266.05 266.05 29,659 70,289
H8 2.2788 266.05 266.05 29,659 67,587
H9 2.1911 266.05 266.05 29,659 64,986
H10 2.1068 266.05 266.05 29,659 62,486
H11 2.0258 266.05 266.05 29,659 60,083
H12 1.9479 266.05 266.05 29,659 57,773
H13 1.8730 266.05 266.05 29,659 55,551
H14 1.8009 266.05 266.05 29,659 53,413
H15 1.7317 266.05 266.05 29,659 51,360
H16 1.6651 266.05 266.05 29,659 49,385
H17 1.6010 266.05 266.05 29,659 47,484
H18 1.5395 266.05 266.05 29,659 45,660
H19 1.4802 266.05 266.05 29,659 43,901
H20 1.4233 266.05 266.05 29,659 42,214
H21 1.3686 266.05 266.05 29,659 40,591
H22 1.3159 266.05 266.05 29,659 39,028
H23 1.2653 266.05 266.05 29,659 37,528
H24 1.2167 266.05 266.05 29,659 36,086
H25 1.1699 266.05 266.05 29,659 34,698
H26 1.1249 266.05 266.05 29,659 33,363
H27 1.0816 266.05 266.05 29,659 32,079
H28 1.0400 266.05 266.05 29,659 30,845
H29 1.0000 266.05 266.05 29,659 29,659
H30 0.9615 266.05 266.05 29,659 28,517
H31 0.9246 266.05 266.05 29,659 27,423
H32 0.8890 266.05 266.05 29,659 26,367
H33 0.8548 266.05 266.05 29,659 25,353

4,384,983

t 1

10

92.68

80

360

4,330,000

0.55

0.45
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H34 0.8219 266.05 266.05 29,659 24,377
H35 0.7903 266.05 266.05 29,659 23,440
H36 0.7599 266.05 266.05 29,659 22,538
H37 0.7307 266.05 266.05 29,659 21,672
H38 0.7026 266.05 266.05 29,659 20,838
H39 0.6756 266.05 266.05 29,659 20,038
H40 0.6496 266.05 266.05 29,659 19,266
H41 0.6246 266.05 266.05 29,659 18,525
H42 0.6006 266.05 266.05 29,659 17,813
H43 0.5775 266.05 266.05 29,659 17,128
H44 0.5553 266.05 266.05 29,659 16,470
H45 0.5339 266.05 266.05 29,659 15,835
H46 0.5134 266.05 266.05 29,659 15,227
H47 0.4936 266.05 266.05 29,659 14,640
H48 0.4746 266.05 266.05 29,659 14,076
H49 0.4564 266.05 266.05 29,659 13,536
H50 0.4388 266.05 266.05 29,659 13,014
H51 0.4220 266.05 266.05 29,659 12,516
H52 0.4057 266.05 266.05 29,659 12,033
H53 0.3901 266.05 266.05 29,659 11,570
H54 0.3751 266.05 266.05 29,659 11,125
H55 0.3607 266.05 266.05 29,659 10,698
H56 0.3468 266.05 266.05 29,659 10,286
H57 0.3335 266.05 266.05 29,659 9,891
H58 0.3207 266.05 266.05 29,659 9,512

4,384,983
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